
海上における船舶のための
共通通信システムについて

２００９年2月２６日

総務省衛星移動通信課

海上係長 松井 明

背景

護衛艦「あたご」と漁船「清徳丸」の海難事故をはじめ、小型船舶と大型船舶の衝
突事故が多発（毎年270件程度発生）

関係省庁海難防止連絡会議を設置（２００８年２月）海難防止対策

電波政策 船種にかかわらずすべての船舶が

共通に通信できる無線システムがないことが指摘

海難防止にとって障碍の一つになっている

「海上における船舶のための共通通信システムの在り方
及び普及促進に関する検討会」を設置（２００８年４月）
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海上通信の課題

小型漁船 小型プレジャー船

大型内航船 大型外航船

◎船舶の規模・船種を問わず相互に交信できない
◎小型船について、デジタル化等最新の技術成果が十分に採り入れられていない
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インマルサットEGC

インマルサットシステム

コスパス・
サーサットシステム

無線電話

ナブテックスシステム
（気象情報等の海上

安全情報の受信）

コスパス衛星

サーサット衛星

インマルサットシステム

航行船舶

巡視船

航空機

海岸地球局
KDDI（山口）

遭難信号地上

受信局（横浜）

通信所

航行船舶

遭難船舶

：遭難通信

：海上安全情報通信

救命筏

（救助信号の送信）

衛星EPIRB
LRITシステム

（船舶の識別・位置）

（遭難通信の他、テロ・海賊
等の場合にSSASにより

船舶保安警報を送信）

インマルサットEGC

（ナブッテックスのエリア
外において気象情報等

の海上安全情報を受信）

義務船舶局の主な無線設備

ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ船舶地球局、 衛星EPIRB、SART、

双方向無線電話、 VHF･MHF･HF無線電話、

ﾅﾌﾞﾃｯｸｽ受信機、AIS、LRIT等

インマルサット衛星

双方向無線電話

SART

（捜索救助衛星システム） インマルサットシステム

A4海域（A3海域超）A3海域（北緯70°～南緯70°）A2海域（距離約280ｋｍ以内）

海上保安庁

短波システム
（HF無線電話）

（VHF･MHF（2182kHz)無線電話）

超短波、
中短波システム

航行船舶

海岸局

AIS海岸局

航行船舶

義務船舶局：総トン数２０トン以上の船舶で、GMDSS設備が強制されるもの

GMDSS（Global Maritime Distress and Safety System）：「海上における遭難及び安全に関する世界的な制度」

LRIT
（データセンターへ
LRIT情報を送信）

LRIT

データセンター
（LRIT情報を受信し、
海上捜索機関へデータ
を加工して送る)

海上通信の全体図（義務船舶局：GMDSS対応）
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漁業用海岸局

レジャー用海岸局

港湾管理用海岸局

入港船舶

漁船

レジャー船

②国際VHF

①27MHz帯、40MHz帯無線電
話

③マリンVHF

巡視船

③ﾏﾘﾝVHF

②国際VHF

27MHz帯無線電
話

海上保安庁 ③ﾏﾘﾝVHF

船舶局の主な無線設備
①27MHz帯・40MHz帯無線電話
②国際VHF
③マリンVHF
④400ＭＨｚ無線電話
⑤携帯電話

海上通信の全体図（小型船舶用）

小型船舶の隻数：約６０万隻

海上通信の利用目的
○船舶の航行の安全を確保すること
○業務の円滑な遂行を確保すること
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海上通信システム

27MHz帯
無線電話

40MHz帯
無線電話

マリンVHF 国際VHF マリンホーン
400MHz帯
無線電話

携帯電話

周波数(MHz) ２６～２７ ３９～４０ 156～162 156～162 342～360 352～364 800／1,500

割当てチャ
ネル数

レジャー用 ２
漁業用 89

レジャー用 66
漁業用 84 最大 20 57 最大 16 最大 ４ ―

主な通信の
相手方

僚船
所属海岸局
巡視船 等

僚船
所属海岸局
巡視船 等

僚船
所属海岸局
巡視船 等

一般商船
海岸局（港湾通信
用、海上保安庁）

等

加入者 等
所属海岸局
巡視船 等

加入船
一般加入電話

海上保安庁 等

音声通信 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ﾃﾞｰﾀ通信 × × × × × × ○

FAX通信 ○ × × × × × ○

緊急時の通信
（対海上保安

庁）

○
（巡視船）

○
（一部の海岸局：

公衆網）

○
（巡視船）

○
（巡視船）

× ×
○

（公衆網）

運営管理者
（免許人）

漁業協同組合
無線協同組合 等

漁業協同組合
無線協同組合 等

マリーナ 等 港湾管理者 等
全国漁業無線協

会
全国小型船舶
安全協会

電気通信事業者

主な利用者
漁業者

レジャー目的の個
人 等

漁業者
レジャー目的の個

人 等

レジャー目的の
個人 等

船舶運航者
水先案内人 等

漁業者 等
レジャー目的
の個人 等

船舶運航者 等

無線従事者
の資格

SSB 2級海上特殊
DSB 3級海上特殊

3級海上特殊 3級海上特殊
2級海上特殊:国内
1級海上特殊:国際

不要 3級海上特殊 不要

従事者免許
の講習日数

SSB ３日間講習
DSB １日間講習

1日間講習 1日間講習 3日間講習 ― 1日間講習 ―

最大空中線電力
SSB ２５Ｗ
DSB １Ｗ

５Ｗ ５Ｗ ２５Ｗ ５Ｗ ５Ｗ ―

通達距離
（通話ｴﾘｱ）

SSB 約９０ｋｍ
DSB 約５０ｋｍ

約５０ｋｍ
約１０～３０

km 約５０ｋｍ 約３０ｋｍ 約３０ｋｍ
海岸から約８

km

通信制限時間 制限なし 制限なし
5分間（１通

話）
制限なし

2分間（１通
話）

制限なし 制限なし

国際ＶＨＦ周波数を使用した無線局の推移

○国際ＶＨＦ

１０，００２局

８，８００局

７，８２５局

○マリンＶＨＦ

５，１００局

４，００５局

２，８２４局

２，２１２局
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無線局が普及していないことが問題

船舶間で相互に通信できるよう、共通の通信システムを早急に普及させることが重要

検討会の目的

無線局免許等

共通の通信システムの構築

検討すべき内容

必要な技術的条件

無線従事者資格

７

中間とりまとめ結果（平成20年10月）

共通の通信システムとしては、国際ＶＨＦ機器とすることが適当

検討時期 平成２０年４月～１２月（最終報告書は平成２１年１月）



基本的考え方

基本要件

・船舶の規模・船種を問わずすべての船舶間で共
通の通信システムとして利用できること

・外国船との交信も可能なように世界共通の周波
数を使用するものであること

・迅速な危険回避行動をとるために、他者（海岸局
等）を介する必要なく、船舶間で直接交信すること
が可能であること

普及促進方策

・高度な知識・技能がなくても操作可能なものであ
り、簡易な資格で運用できること

・安価に購入でき、維持に要する費用が少なくてす
むなど運用に当たっての経済負担が軽いこと

国際ＶＨＦ機器を基本

北米等を中心に広く普
及している安価な機器
を国内でも使用可能と
する

８

普及のための
条件整備

27MHz帯

（約５万台）

・免許制度・技術基準の見直し

40MHz帯
（約５千台）

【現状】 ・無線従事者資格制度の見直し

・定期検査制度の見直し

国際ＶＨＦ機器
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・適切な利用の普及・促進

クラスA国際ＶＨＦ
機器(約6千台）

約$500約$200

携帯型 据置型

5W 25W

マリンＶＨＦ機器
(約2千台）

漁業無線機器

※漁船を除く

大型船舶

小型船舶※

漁 船

大型船舶

クラスA国際ＶＨＦ機器
＊）船舶共通通信システムと

漁業無線機器
＊)船舶共通通信システムを

追加搭載

漁 船

北米で広く普及している
国際VHF機器

（68万台(FCCデータ)）
船舶共通通信システム

船舶共通通信システム導入の進め方

小型船舶

周波数が共通

免許制度・技術的条件の見直し

１０

北米等の安価な機
器が流通可能

免許手続の簡易化

ＤＳＣの普及
（三海特資格者が二海特
資格を取得した場合にＤ
ＳＣを活用）

第三級海上特殊無線技士の操作範囲拡大

空中線電力を５Ｗから２５Ｗに拡大

第二級海上特殊無線技士資格取得の緩和

第三級海上特殊無線技士が一定の条件（経歴年数又は１日程度の
講習）を満たすことにより、第二級海上特殊無線技士の資格を取得

簡易な資格でより長い電波の到達距離を確保

ＤＳＣの活用を促進

無線従事者資格制度の見直し
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携帯型

据置型

３年に１回定期検査が必要現 在

５Ｗ以下

２５Ｗ以下

定期検査不要

検査の周期を３年から５年に延長

定期検査制度の見直し

１２

適切な利用の促進

運用マナーの向上

・国際ＶＨＦ機器を設置するすべての船舶に対し、共通呼出チャネル（ch16）の聴守励行を徹底

共通呼出チャネルの聴守慣行の確立

・運用マナーの確保は船舶航行の安全確保のために極めて重要
・ユーザー団体、業界、行政が一体となった運用マナーの向上に向けて取り組む

今後の取り組み（制度面）

早期にできることから着手

技術基準の検討を海外輸出メーカー等を含めて検討（平成２１年１月～３月）

技術基準のパブリックコメント

電波監理審議会

平成２１年夏ごろには制度化

残された課題も順次着手

法制局等への審議提案など

無線設備、定期検査など

船舶共通通信システムの普及促進
１３

今後の取り組み（運用面）

国際ＶＨＦの聴守の励行

・設備を設置しても聴守していなければ意味がない。

運用マナーの徹底

・関係省庁、関係団体との連携による講習会の実施

・運用マナーが悪化するようであれば、電波法令違反の取り締まりを強化

船舶共通用無線機器の高度化

今後の取り組み（調査検討面）

・簡易なＤＳＣ、ＡＩＳ技術の導入

・レーダーを活用した通信

・国際ＶＨＦチャネルのデジタル化 など

１４

海上無線通信システムの新た導入に向けて

達成できる目標

○簡易型ＡＩＳ ○小型船舶データ伝送装置

○船舶用固体素子レーダー （平成２２年度中実用化予定）

達成すべき目標

○ＰＬＢ （平成２３年度を目途に技術基準の策定予定）

（法整備、配信システムが大きな課題）

○アドホックネットワーク （平成２２年度を目途に技術基準の策定予定）

（衛星を介したアドホック、携帯電話中継によるアドホック等今後の拡大を想定）

達成したい目標

○レーダー通信 （平成２９年度を目途に国際基準の反映を目指す）

○船舶内携帯電話、海上Ｗｉ－ｍａｘなど（新たな技術提案を期待）
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達成したい目標

・安全の確保

・情報格差解消

・周波数有効利用

・操業／運航の効率化

・利便性向上

ユビキタス時代の海上通信

達成できる目標

自
営
通
信
（沿

岸
小
型
船
舶
）

27MHz
無線電話

40MHz

無線電話

マ
リン

ホ
ー
ン

40
0M

Hz
無
線
電
話

デ
ジ
タル

化

（要
素
技
術
）

Netw
ork

化

VHFア
ド
ホ
ッ
ク

ネ
ッ
トワ

ー
ク
開
発

コ
ン
テ
ン
ツ
内
容
の
拡
大

マ
リ
ン

VH
F

Cl
as

s-
D

VH
F導

入

インマルサット

船
上
地
球
局

W
ideStar

携
帯
電
話

携
帯
ピ
コ

セ
ル
開
発

無
線

LAN
系

サ
ー
ビ
ス
開
発

高
速
度
化小

型
化

公
衆
通
信

現 状

達成すべき目標

MF/HF無
線
電
話

デ
ジタルMF/HF

Network化

サ
ー
ビスプロバ

イダ

Class-
A AIS

Clas
s-B

 AIS

導
入

ミ
リ
波
トラ

ポ
ン

開
発

センサネット

開発

航
行
安
全
（位

置
通
報
系
）

コミュニティー
放
送

サ
ー
ビス開

発

自
営
通
信
（MF/HF）／

海
岸
局
活
性
化

遭
難
安

全
通

信

G
M

D
SS

次
世
代

GM
DSS

（国
際
協
調
）

PLB
導
入

（
携
帯
エ

リ
ア
外
）

携
帯
電
話

G
M

D
SS

（誤
発
射
低
減
、

D
SC

簡
素
化
）

20102015

ユビキタス時代
の海上通信の
技術開発ロード

マップ

ユビキタス時代における海上無線
通信システムの在り方に関する調
査検討会概要

１６

参考資料


